
川崎市上下水道局公告（調達）第１３号 

   落札者等の公示 

 川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程第１１

条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。 

令和７年４月２２日 

         川崎市上下水道事業管理者 白鳥 滋之          

１ 調達の名称 

（１）入江崎総合スラッジセンター運転点検業務委託（単価契約） 

（２）令和７年度 給配水情報管理システムデータ修正業務委託（単価契約） 

（３）令和７年度入江崎総合スラッジセンター焼却灰等再利用運搬処分業務委

託（単価契約） 

（４）令和７年度 給配水情報管理システム及び水道管路情報公開システム運

用保守業務委託 

（５）令和７年度上下水道料金等業務システム運用保守業務委託 

（６）上下水道料金等業務システムｅＬ－ＱＲ対応等機能追加改修業務委託 

（７）令和７年度下水道アセットマネジメント情報システム（管路管理）運用

保守業務委託 

（８）令和７年度川崎市上下水道局ＩＤＣ業務委託 

（９）令和７年度水道設備管理システムの運用保守及び改造業務委託 

（10）工業用水道料金システム再構築業務委託 

（11）川崎市上下水道局財務会計システム運用保守業務委託 

２ 契約事務担当課の名称及び所在地 

 財政局資産管理部契約課 

 川崎市川崎区宮本町１番地 本庁舎１６階 

３ 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 



（１） 令和７年３月２８日 

（２） 令和７年３月１２日 

（３） 令和７年３月１４日 

（４） 令和７年３月１２日 

（５） 令和７年３月１０日 

（６） 令和７年３月１０日 

（７） 令和７年３月１４日 

（８） 令和７年３月１２日 

（９） 令和７年３月２１日 

（10） 令和７年３月１２日 

（11） 令和７年３月１２日 

４ 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所 

（１）月島ジェイテクノメンテサービス 株式会社 横浜支店 

    支店長 平島 邦茂 

横浜市中区相生町３丁目５６番地１ 

（２）株式会社 ジオプラン・ナムテック 

    代表取締役 西澤 常彦 

東京都千代田区麹町五丁目４番地 

（３）デイシイ・イチコ― 共同企業体 

    部長 野川 純 

川崎市川崎区浅野町１番１号 

（４）株式会社 ジオプラン・ナムテック 

    代表取締役 西澤 常彦 

東京都千代田区麹町五丁目４番地 

 



（５）ヴェオリア・ジェネッツ 株式会社  

   代表取締役 内野 一尋 

   東京都港区海岸三丁目２０番２０号 ヨコソーレインボータワー 

（６）ヴェオリア・ジェネッツ 株式会社  

   代表取締役 内野 一尋 

   東京都港区海岸三丁目２０番２０号 ヨコソーレインボータワー 

（７）東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 

   代表取締役 小西 康弘 

   東京都港区海岸一丁目２番３号 

（８）富士通Ｊａｐａｎ 株式会社 川崎市ユニット 

   ＡＧＭ 佐藤 英樹 

   川崎市幸区大宮町１番地５ 

（９）メタウォーター 株式会社 横浜営業所 

   所長 小林 周平 

   横浜市西区北幸二丁目８番４号（横浜西口ＫＮビル） 

（10）日本電気 株式会社 神奈川支社 

   支社長 鉄野 善教 

   横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 クイーンズタワーＣ 

（11）日本電気 株式会社 神奈川支社 

   支社長 鉄野 善教 

   横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 クイーンズタワーＣ 

５ 落札金額又は随意契約に係る契約金額 

（１）３７，４１３，３１０円 

（２）８０２,５８２円 

（３）２９,７００円 



（４）３７，６９７，０００円 

（５）１２１，０１１，０００円 

（６）１４８，５６６，０００円 

（７）６８，６６２，０００円 

（８）７７，９４３，１２０円 

（９）４４，０００，０００円 

（10）８０，９６０，０００円 

（11）５０，５６７，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

（１）一般競争入札 

（２）一般競争入札 

（３）一般競争入札 

（４）随意契約 

（５）随意契約 

（６）随意契約 

（７）随意契約 

（８）随意契約 

（９）随意契約 

（10）随意契約 

（11）随意契約 

７ 入札の公告を行った日又は随意契約の理由 

（１）令和６年１１月２５日 

（２）令和７年１月２７日 

（３）令和７年１月２７日 

（４）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 



第１１条第１項第２号の規定による。 

（５）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

（６）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

（７）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

（８）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

（９）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

（10）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

（11）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 

第１１条第１項第２号の規定による。 

 


